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マイナンバーカードの健康保険証利用に関する遠隔相談を始めました

 

 デジタル田園都市国家構想交付金事業で構築した、対面遠隔デジタル窓口「ツナグすぽっと」

の利用拡大を図るため、１１月からマイナンバーカードの健康保険証利用に関する相談業務を実

証的に始めました。 

  

１ 実施期間  令和８年２月２７日（金）まで     

２ 実施場所  AQERU（アクエル）前橋１階（表町２−３０−８）     

３ 営業時間  平日１０時〜１７時 

        土日祝及び年末年始（１２月２８日（日）〜１月５日（月））は休業 

        AQERU（アクエル）前橋の営業時間に準ずる 

４ 相談内容  ➀マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法案内  

        ➁マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況確認方法案内   

        ➂医療機関・薬局でのマイナンバーカードの健康保険証利用方法案内   

        ④その他マイナンバーカードの健康保険証利用における問い合わせ対応 

５ その他   

  ・本サービスの相談業務は、SocioFuture㈱（東京都港区浜松町一丁目３０番５号）および

本市にて実施するものです。ツナグすぽっとの詳細に関しては事業者へ問い合わせてください。 

   メールアドレス：mls_digital279@scft.co.jp 

  【設置場所】    【前橋市ホームページ】 

    

               本件に関するお問い合わせ先 

              政策推進課 スマートシティ推進係 

          電 話  内線 ／ ３５２７ 

               外線 ／ ０２７−８９８−６４２７ 

 


